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て
、
ま
だ
申
告
が
お
済
み
で
な
い

方
が
対
象
で
す
。

●
日
時
・
場
所

▼
７
月
12
日
㊋
～
13
日
㊌
…
本
庁

舎　

市
民
協
働
ホ
ー
ル

▼
７
月
14
日
㊍
…
湯
津
上
庁
舎

１
０
２
会
議
室

▼
７
月
15
日
㊎
…
黒
羽
庁
舎　

２

階
多
目
的
ホ
ー
ル

※
全
会
場
午
前
９
時
～
午
後
４
時

　
（
正
午
～
午
後
1
時
を
除
く
）

●
持
ち
物
…
▼
令
和
３
年
中（
令

和
３
年
１
月
１
日
～
令
和
３
年

12
月
31
日
）の
所
得
内
容
が
分

か
る
も
の
。
給
与
所
得
者
は

源
泉
徴
収
票
、
事
業
な
ど（
営

業
や
不
動
産
賃
借
な
ど
）の
収

入
が
あ
っ
た
方
は
収
支
内
訳

書（
収
入
と
経
費
が
分
か
る
も

の
）▼
所
得
控
除
の
証
明
書
な

ど（
生
命
保
険
の
支
払
証
明
書
、

障
害
者
手
帳
な
ど
）▼
個
人
番

号
の
記
載
に
関
す
る
書
類（
次

の
①
と
②
い
ず
れ
か
）

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド（
コ

ピ
ー
の
場
合
は
両
面
）

②
通
知
カ
ー
ド
と
、
身
元
が
確
認

で
き
る
書
類（
運
転
免
許
証
ま

た
は
健
康
保
険
証
な
ど
）

問
税
務
課　

本
２
階

　
（
２
３
）８
７
２
５

保
険
証
の
有
効
期
限
が
７
月
31

日
で
切
れ
る
た
め
、
次
表
の
と
お

り
更
新
と
な
り
ま
す
。
８
月
１
日

以
降
は
新
し
い
保
険
証
を
医
療
機

関
へ
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
後
期
高
齢
者
の
方
は
、

10
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
窓
口

負
担
割
合
の
見
直
し
に
伴
い
、
保

険
証
を
２
回
発
送
し
ま
す
。

●
発
送
予
定
日

※
保
険
証
が
届
か
な
い
と
き
は
８

月
17
日
㊌
ま
で
に
下
記
へ
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

※
国
保
の
方
で
、
郵
送
で
は
な
く

窓
口
交
付
を
希
望
の
方
は
７
月

14
日
㊍
ま
で
に
下
記
へ
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

※
保
険
証
ケ
ー
ス
や
、
臓
器
提
供

意
思
表
示
欄
の
保
護
シ
ー
ル
を

ご
希
望
の
方
は
、国
保
年
金
課
・

各
支
所
・
出
張
所
・
公
民
館
へ

お
越
し
く
だ
さ
い
。

【
国
民
健
康
保
険
の
限
度
額
認
定

証
に
つ
い
て
】

国
民
健
康
保
険
の
限
度
額
認
定

証
を
お
持
ち
の
方
は
、
７
月
31
日

に
有
効
期
限
が
切
れ
ま
す
。
８
月

１
日
以
降
の
限
度
額
認
定
証
が
必

要
な
方
は
、
再
度
申
請
が
必
要
に

な
り
ま
す
。

な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
拡
大
防
止
の
た
め
、
70

歳
以
上
で
令
和
３
年
度
に
限
度
額

認
定
証
の
交
付
を
受
け
て
い
た
方

で
、
か
つ
令
和
４
年
度
も
該
当
す

る
方
に
は
、
８
月
か
ら
有
効
な
限

度
額
認
定
証
を
７
月
末
に
郵
送
し

ま
す
。

　

国
保
年
金
課　

本
２
階

　
（
２
３
）８
８
５
７

７
月
15
日
㊎
に
通
知
書
を
発
送

し
ま
す
。
通
知
書
が
届
い
た
ら
必

ず
開
封
し
て
内
容
を
ご
確
認
の
う

え
、
納
付
書
払
い
の
場
合
は
納
期

限
ま
で
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
お

よ
び
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
証
を
更
新
し
ま
す

国民健康保険 後期高齢者
医療保険

発送時期 ７月下旬
❶７月中旬
❷９月中旬

有効期間
（原則）

８月１日～
翌年７月31日

❶８月１日～
　９月30日
❷10月１日～
　翌年７月31日

国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知
書

お
よ
び
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
額
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

●
対
象
者
…
納
付
書
払
い
ま
た
は

口
座
振
替
を
さ
れ
て
い
る
方

※
昨
年
度
ま
で
年
金
天
引
き
の
方

で
も
、
条
件
に
該
当
し
な
く
な

り
納
付
書
払
い
に
切
り
替
わ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
年
金
天
引
き
を
さ
れ
て
い
る
方
に

は
８
月
に
通
知
書
を
送
り
ま
す
。

●
納
期
限
…
８
月
１
日
㊊（
第
１

期
分
）

【
減
免
制
度
】

特
別
な
事
情
に
よ
り
生
活
が
困

窮
し
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
申

請
に
よ
り
減
免
に
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

【
国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
制
度
】

倒
産
・
解
雇
・
雇
い
止
め
な
ど

に
よ
り
離
職
さ
れ
た
方
は
、
申
告

に
よ
り
保
険
税
が
軽
減
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

※
詳
細
は
、
通
知
書
に
同
封
の
チ

ラ
シ
ま
た
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

問
国
保
年
金
課　

本
２
階

　
（
２
３
）１
１
２
０

令
和
３
年
中
の
収
入
に
つ
い

税

※財源確保のため、有料公告を掲載しています。

主
に
令
和
３
年
中
に
、
家
屋
を

新
築
、
増
築
ま
た
は
改
築
に
よ
り

取
得
さ
れ
た
方
に
、
７
月
８
日
㊎

付
で「
不
動
産
取
得
税
納
税
通
知

書
」を
発
送
し
ま
す
。
金
融
機
関

の
窓
口
な
ど
、
納
税
通
知
書
に
記

載
の
場
所
で
納
付
し
て
く
だ
さ

い
。

●
納
期
限
…
７
月
29
日
㊎

問
大
田
原
県
税
事
務
所　

課
税
課　

　
（
２
３
）４
１
７
２

本

本

本

令
和
４
年
度

市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
相
談

県
税
事
務
所
か
ら
の
お
知
ら
せ

「
家
屋
を
新
築
な
ど
で
取
得
さ

れ
た
方
へ
」
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　税は、私たちが安心して健康な暮らしをするために、重要な
役割をもっており、福祉や教育、道路整備などの行政サービス
を提供していくための大切な財源です。
公平な徴収により納税者の信頼を確保するためにも、滞納整理
（納付を促したり、相談に応じたりすること）を推進しています。
●納期限内に納付を…税は、納期限内に自主的に納めていただ
くことが原則です。納期限内に納めない人がいると、財源不
足となり、市民サービスに支障をきたします。税を納めた人
との間で負担の公平さを欠くことになりますので、納期限内
の自主納付にご協力ください。

●差押えを強化…収入や財産がありながら市税などを納付しな
い滞納者に対して、滞納処分（財産の差押えなど）を強化して
います。法律により、督促状が発送された日から起算して
10日を経過した日までに完納しなかったときには、滞納者
の財産（預貯金、給与、生命保険、不動産など）を調査した上
で、差押えなければなりません。また、お宅を訪問しての「捜
索」は、税を徴収する職員に認められた権限で、裁判所の令
状は不要です。捜索時に発見された財産（自動車や電化製品、
美術品など換価価値のある財産）などは、差押えることにな
ります。例えば、自動車の差押え（タイヤロック）をする場合
もあります。差押えた物品などは、インターネット公売など
で売却し、滞納税に充てます。

●事情がある場合は相談を…病気入院や失業・事業の廃止、災
害にあったなど収入や支出が著しく変動したことにより、市
税などを納期限内に納めることが困難な場合は、早めに税
務課まで連絡し、納税相談をしてください。毎週水曜日は、
延長窓口で午後７時まで対応しています。相談の際には、直
近３か月程度の生活状況などをお聞きしますので、収入や支
出の分かる明細書などをご用意ください。なお、納税相談の
結果、分納が認められ、誓約書を取り交わしたにもかかわら
ず納付計画どおり納付が守られない場合や、納税相談時の申
し出が虚偽であった場合は、滞納処分の対象となります。

●便利な口座振替を…口座振替は、皆さまが指定した預
貯金口座から、市税・保険料などを自動的に振り替え
て納付するものです。口座振替を利用すると、納め忘
れがなく、確実に納期限日に納付できるので、忙しい
人や共働きの家庭など、時間に余裕のない人にはとて
も便利で安心な仕組みです。また、コロナ禍の中、非
接触型の納付方法として、この制度をお勧めしていま
す。

●口座振替できる税金など（税務課取扱分）…▶市県民税
▶固定資産税・都市計画税（単有・共有名義〈○○外○
名〉、代表相続人など、納税義務者は別人扱いで、それ
ぞれに手続きが必要）▶軽自動車税（車両指定不可）▶国
民健康保険税（世帯主課税のため、世帯主名での手続き
が必要）▶介護保険料▶後期高齢者医療保険料

●申込方法…足利銀行、栃木銀行、大田原信用金庫、白
河信用金庫、烏山信用金庫、那須信用組合、那須野農
業協同組合、ゆうちょ銀行（郵便局）の本店または支店
に備え付けの「大田原市公金口座振替依頼書兼解約届
（自動払込利用申込書兼廃止届書）」に必要事項を記入
し、通帳届出印を押印の上、金融機関窓口へ提出して
ください。

●申込に必要なもの…▶納税通知書（納税義務者名を正確
に記入するため）▶口座振替をする預貯金通帳▶通帳
届出印

●注意事項…申し込みから振替開始まで 40～ 50日程度
かかります。市での登録手続きが完了すると「口座振替
開始通知書」（ハガキ）が届きます。広報おおたわら４
月号掲載の「市税等納期限一覧表」に記載のない期別や
納期限を過ぎたものは、口座振替できません。残高不
足で振替処理ができなかったときは、約２週間後の 15
日を目安に再振替を行います。

ストップ滞納！
市税などは納期限内に納付、納税には口座振替が便利です

税務課　本２階　　（２３）８７０３
　　　　　　　　　 （２３）８６３９

く
ら
し

黒
羽
城
址
公
園
お
よ
び
周
辺
の

ア
ジ
サ
イ
を
守
り
育
て
、
多
く
の

方
々
に
き
れ
い
な
花
を
見
て
い
た

だ
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
組
織
で
す
。活
動
内
容
は
、

ア
ジ
サ
イ
の
剪
定（
花
柄
・
枯
枝
）

な
ど
の
作
業
で
す
。
ぜ
ひ
ご
入
会

く
だ
さ
い
。

●
会
費
…
１
人
年
額
５
０
０
円

問
申
く
ろ
ば
ね
紫
陽
花
を
育
て
る

会（
大
田
原
市
観
光
協
会
内
）

　
（
５
４
）１
１
１
０

　

市
で
は
、
平
和
へ
の
関
心
を
深

め
、
戦
争
や
核
兵
器
の
恐
ろ
し
さ

を
語
り
継
ぐ
こ
と
を
目
的
に
、
原

爆
写
真
展
を
開
催
し
ま
す
。

●
日
程
…
８
月
３
日
㊌
～
12
日
㊎

　
（
８
月
９
日
㊋
を
除
く
）

●
場
所
…
大
田
原
市
生
涯
学
習
セ

ン
タ
ー
１
階

●
内
容
…
広
島
平
和
記
念
資
料
館

所
有
の「
サ
ダ
コ
と
折
り
鶴
ポ

ス
タ
ー
」展
示
な
ど

問
総
務
課　

本
６
階

　
（
２
３
）８
７
０
２

｢

く
ろ
ば
ね
紫
陽
花
を
育
て
る

会｣

会
員
募
集

原
爆
写
真
展
の
開
催
に
つ
い
て

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
市
内
事
業

者
の
支
援
お
よ
び
消
費
喚
起
に
よ

る
地
域
経
済
の
活
性
化
を
目
的
と

し
た「
大
田
原
市
地
域
応
援
商
品

券
」の
発
行
事
業
を
行
い
ま
す
。

現
在
、
簡
易
書
留
に
て
全
世
帯
へ

順
次
配
付
し
て
い
ま
す
。

●
内
容
…
５
０
０
円
分
の
商
品

券
が
６
枚
付
い
た
シ
ー
ト
を
配

布
。（
１
人
合
計
３
０
０
０
円

分
）

●
対
象
者
…
▼
令
和
４
年
４
月
１

日
現
在
で
市
内
に
住
民
登
録
が

あ
る
方
▼
国
際
医
療
福
祉
大
学

生
●
使
用
期
間
…
８
月
１
日
㊊
～
10

月
31
日
㊊

●
取
扱
店
…
現
在
募
集
し
て
お

り
、
取
扱
店
舗
の
一
覧
表
を
商

品
券
に
同
封
す
る
ほ
か
、
市

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

最
新
の
取
扱
店
舗
状

況
を
掲
載
し
て
い
ま

す
。

※
金
券
の
た
め
簡
易
書
留
と
な
り

ま
す
。
世
帯
主
宛
て
で
世
帯
人

数
分
の
シ
ー
ト
が
入
っ
て
い
ま

す
。

問
商
工
観
光
課　

本
４
階

　
（
２
３
）８
７
０
９

「
大
田
原
市
地
域
応
援
商
品
券
」

を
配
付
し
て
い
ま
す

本

本
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